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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　著作権管理情報が付随しているコンテンツを記録媒体から再生して出力するコンテンツ
再生装置において、
　前記記録媒体からコンテンツを再生する再生手段と、
　前記再生手段において再生された前記コンテンツを出力する第１の出力手段と、
　前記再生手段において再生された前記コンテンツの解像度を半分以下に落として出力す
る第２の出力手段と、
　前記コンテンツに付随している著作権管理情報に応じて、前記第１の出力手段と前記第
２の出力手段とから出力するコンテンツのコピー制御情報を制御する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、前記第１の出力手段からは再生した前記コンテンツをコピー禁止とし
て出力し、前記第２の出力手段からは再生した前記コンテンツを１世代コピー可能または
コピーフリーとして出力することを特徴とするコンテンツ再生装置。
【請求項２】
　著作権管理情報が付随しているコンテンツを記録媒体から再生して出力するコンテンツ
再生方法において、
　前記記録媒体からコンテンツを再生し、
　前記コンテンツに付随している著作権管理情報に応じて、前記コンテンツを第１の出力
手段からコピー禁止として出力し、前記コンテンツの解像度を半分以下に落とし、１世代
コピー可能またはコピーフリーとして第２の出力手段から出力することを特徴とするコン



(2) JP 4406669 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

テンツ再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記録時の画質を保持した再生映像信号はコピー禁止だが、記録画質に対し十分
に画質を低下させた再生映像信号にはコピーを許可するという新しい著作権管理システム
に対応したコンテンツ配布媒体の記録・再生方式に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンテンツ配布媒体の代表はＤＶＤディスクであり、ＤＶＤディスクの著作権を保護す
る仕組みについては、非特許文献１のＤＶＤ　ＲＯＭの規格書に記載されている。著作権
管理情報としては、記録されているコンテンツに対して、コピー禁止、１世代コピー可能
（コピーワンス）、またはコピーフリーのコピー条件に関する著作権管理情報ＣＧＭＳ（
Ｃｏｐｙ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）が採用されて
いる。
【０００３】
　また、このＤＶＤディスク及びＤＶＤプレーヤにおいては、一般ユーザの不正コピーを
防ぐＤＶＤ著作権保護システムＣＳＳ（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｓｃｒａｍｂｌｅ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）の例が非特許文献２に記載されている。
【０００４】
　このＤＶＤディスクでは、ほとんど全ての映画ソフトＤＶＤは著作権者の意向に従い、
ＤＶＤディスク内のＣＧＭＳ規定エリアにコピー禁止コードが多重されており、そのアナ
ログあるいはデジタル映像信号出力にはコピー禁止を示すＣＧＭＳ－ＡあるいはＣＧＭＳ
－Ｄが付加されている。このため、一定の画質低下を施せばコピーを許可する意向が著作
権者にある場合でも、現行の著作権管理ルールの基ではコピー禁止のＤＶＤ映像信号を小
型ＨＤＤやフラッシュメモリ等へコピーできず、屋外等で小画面付ポータブルムービープ
レーヤ（ＰＭＰ）でＤＶＤ映画ソフトを楽しむことができなかった。
【０００５】
【非特許文献１】ＤＶＤ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ
　Ｄｉｓｃ　Ｐａｒｔ　１　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｖｅｒ
ｓｉｏｎ　１．０２：Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　１９９９（第４４頁）Ａｔｔａｃｈｅｄ　Ｓ
ｈｅｅｔｓ　ｆｏｒ　ＤＶＤ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ
【非特許文献２】Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｖｏｌ．４３
　Ｎｏ．３　Ｊｕｎ．１９９７（第３３９頁－３４１頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　映画ソフトを所有する著作権者は違法コピーを極力減らしたい一方、自分たちが販売す
るＤＶＤ映画に代表されるコンテンツ事業における付加価値の増加、即ち新しい市場ニー
ズの発掘を熱望している。市場ニーズである「いつでも、どこでも映画を楽しみたい”ユ
ビキタスムービー”」を実現する近道はＤＶＤ映画ソフトをＰＭＰでも楽しめるようにす
ることであり、具体的にはＰＭＰの小型ディスプレイでのみ満足できる画質制限を持つ映
像信号に新しい著作権管理システムを導入することで、著作権者、消費者、メーカの三者
が共存共栄できる新しいビジネスモデルを創造することが課題といえる。
【０００７】
　本発明の目的は、著作権者、消費者及びメーカのメリットに資することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するためには、例えば特許請求の範囲に記載されるように構成すればよ
い。従来の著作権管理ルールである、コピー禁止、コピーワンス、コピーフリーに「記録
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時と同等の画質で出力される映像信号はコピー禁止だが、記録時に比べ十分に画質を低下
させた映像信号にはコピーを許可する新しい著作権管理ルール」を追加する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、著作権者、メーカ及び消費者のメリットに資する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は記録時の画質を保持した再生映像信号はコピー禁止だが、記録画質に対し十分
に画質を低下させた再生映像信号にはコピーを許可するという新しい著作権管理システム
を開発し、画質を低下させた映画ソフトの再生映像信号をＰＭＰの記録媒体に記録できる
ようにし、ＰＭＰで再生するのに好適なコンテンツ配布媒体の記録・再生方式に関するも
のである。
【実施例１】
【００１２】
　以下本発明の実施例について説明する。
【００１３】
　図１はコンテンツ配布媒体の一実施例の構成例を示したものである。１は光ディスク媒
体、２は新著作権管理システムを採用していることを示す情報が記録されるエリア、３は
映像や音声情報を含むコンテンツと新著作権管理システムに対応できる著作権管理情報が
記録されるエリアである。
【００１４】
　次に、図１に示した実施例のコンテンツ配布媒体について説明する。光ディスク媒体１
としてＤＶＤと同じ直径１２ｃｍの光ディスクを用い、エリア３には水平画素数７０４、
垂直画素数４８０の全画素数３３７Ｋの映像情報がＭＰＥＧ２圧縮された映像データとＤ
ｏｌｂｙ　ＡＣ３圧縮された音声データ、字幕データ及びＣＧＭＳをコピー禁止に規定す
る従来の第１の著作権管理情報と新著作権管理システムに対応する「画素数を記録時の半
分以下である１６８Ｋに制限した映像信号出力にはコピーを許可する」ことを意味する第
２の新著作権管理情報が記録される。第２の新著作権管理情報の記録方法として、従来の
ＤＶＤのＤａｔａ　ＦｒａｍｅのＣｏｐｙｒｉｇｈｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ（ＣＰＲ＿ＭＡＩ）記録エリアのＣＧＭＳの２ｂｉｔを使う場合は”０１
”のｒｅｓｅｒｖｅｄを流用することもできる。この場合の著作権管理情報の定義は「Ｃ
ＳＳとＣＧＭＳの”０１”の並存は画素数制限した再生信号のコピーを許可」となる。エ
リア２のリードインエリアの中には「光ディスクが新著作権管理システムを採用している
」ことを示す第３の新著作権管理情報が記録される。第３の新著作権管理情報としては上
記に加え、記録映像の画素数情報やコピーを許容する画素数情報、あるいは画素数制限し
た場合のコピー許諾がコピーフリーかコピーワンスかを規定する情報を記録することもで
きる。
【００１５】
　第２の新著作権管理情報としては現行ＤＶＤが採用するＣＧＭＳを規定する著作権管理
情報と同形式のデータを追加する方式でも良いし、該映像情報の中に電子透かし（Ｖｉｄ
ｅｏ　Ｗａｔｅｒ　Ｍａｒｋ：ＷＭ）形式で第２の新著作権管理情報を埋め込む方式とす
ることもできる。
【００１６】
　ＷＭ方式とする場合は、１ビットのＷＭであるＶｅｉｌを採用し、Ｖｅｉｌが存在すれ
ば「上記画素数制限があればコピー許可」を意味し、Ｖｅｉｌが存在しない場合は「画素
数制限してもコピー禁止」を規定することが出来る。
【００１７】
　２ビット以上のＷＭを採用する場合は、従来のコピー禁止コードに加え画素数制限付コ
ピー許可コードの新著作権管理情報を設けることが出来る。
【００１８】
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　第２及び第３の新著作権管理情報を追加する目的は、新著作権管理システム対応のＤＶ
Ｄ媒体が従来のＤＶＤプレーヤでは従来通り再生され、新著作権管理システム対応の新Ｄ
ＶＤプレーヤのみがコピー可能な画素数制限された映像信号出力を出せるようにすること
である。したがって、第２あるいは第３の新著作権管理情報だけでも上記を実現できる。
【００１９】
　以上は現行のＤＶＤフォーマットに本発明を実施する場合の例であるが、Ｂｌｕ－ｒａ
ｙ　ＤｉｓｃフォーマットやＨＤ　ＤＶＤフォーマットに本発明を実施する場合は以下の
ようになる。
【００２０】
　エリア３に記録されるＨＤ映像情報は水平画素数１９２０、垂直画素数１０８０であり
全画素数は２０７３Ｋとなり、この映像情報がＭＰＥＧ２／ＨＬ、Ｈ．２６４　ＡＶＣ、
ＶＣ９で圧縮された映像データ他が記録される。この場合の著作権管理ルールは以下とな
る。
【００２１】
　記録時と同等の画素数である２０７３Ｋ同等の再生映像信号出力には暗号化とコピー禁
止コードの付加を義務付け、暗号化しない再生映像信号出力には全画素数を５４０Ｋ以下
に制限することとコピー禁止コードのＣＧＭＳコードを付加することを義務付け、全画素
数を１６８Ｋ以下に制限した再生映像信号出力にのみコピー許可を示すＣＧＭＳコードを
認める。
【００２２】
　図２は本発明のコンテンツ配布媒体１の再生装置の構成例を示したものである。
【００２３】
　図２において、４は新著作権管理システム対応のＤＶＤプレーヤ装置、５はＤＶＤ駆動
回路、６は第１の信号処理回路、７はＭＰＥＧ２、Ｈ．２６４　ＡＶＣやＶＣ９等の映像
データ伸長回路、８，９，１０は夫々第１、第２、第３の著作権管理情報読み取り回路、
１１はＣＧＭＳ信号制御回路、１２は画素数変換回路、１３，１４，１６は夫々第２、第
３、第４の信号処理回路、１５は映像データ圧縮回路、１７，１８，１９は夫々第１、第
２、第３の映像信号出力端子、２０は外部メモリである。
【００２４】
　第２図では、本発明の光ディスク媒体１に記録されたデジタルデータがＤＶＤ駆動回路
５で読み出され、第１の信号処理回路６により復調され、エラー訂正された各種データが
取り出される。第１の著作権管理情報読み取り回路８は上記各種データ中のエリア２から
読み出された第３の新著作権管理情報を検出し、媒体１が新著作権管理システムを採用し
ているか否かを判別する。
【００２５】
　第２の著作権管理データ読み取り回路９はエリア３に記録されたＣＧＭＳを規定するＤ
ＶＤフォーマット形式の従来の第１の著作権管理情報及び第２の著作権管理情報を検出し
、このデータが画総数を制限された映像信号出力のコピーを許可か否かを判別する。
【００２６】
　エラー訂正された各種データの中の映像データは映像データ伸長回路７で元の非圧縮映
像データに戻される。
【００２７】
　第３の著作権管理データ読み取り回路１０はこの非圧縮映像データの中からエリア３に
記録された電子透かし形式の第２の新著作権管理情報を検出し、この第２の新著作権管理
情報が画素数制限された映像信号出力のコピーを許可か否かを判別する。
【００２８】
　ＣＧＭＳ信号制御回路１１は読み取り回路９が読み取った従来の第１の著作権管理情報
がコピー禁止と判別すれば、画素数制限のない映像信号出力に付加されるＣＧＭＳ－Ａ，
ＣＧＭＳ－Ｄをコピー禁止に設定する。
【００２９】
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　ＣＧＭＳ信号制御回路１１は読み取り回路８，９，１０のいずれかが「画素数制限した
映像信号出力にはコピー許可」と判別すれば、画素数制限のある映像信号出力に付加され
るＣＧＭＳ－Ａ，ＣＧＭＳ－Ｄをコピーフリーかコピーワンスに設定する。読み取り回路
８，９，１０の役割は「新著作権管理情報に従い著作権管理を行なわない従来のＤＶＤプ
レーヤにはコピーを許可せず、新著作権管理情報に準拠する新しいＤＶＤプレーヤだけに
コピーを許可する」ことなので、ＣＧＭＳの制御は上記に限らず、読み取り回路８及び９
の両方がコピー許可の場合あるいは読み取り回路８及び１０の両方がコピー許可の場合に
のみ「画素数制限した映像信号出力のコピーを許可」とすることも出来る。更にコピー許
可を厳重に管理したい場合は読み取り回路８，９，１０の全てがコピー許可の時のみ「画
素数制限した映像信号出力のコピーを許可」とすればよい。
【００３０】
　映像データ伸長回路７から出力された非圧縮映像データには第２の信号処理回路１３に
よりＣＧＭＳ信号制御回路１１で制御されたＣＧＭＳ－ＡあるいはＣＧＭＳ－Ｄが付加さ
れた後に第１の映像信号出力端子に導かれる。
【００３１】
　映像データ伸長回路７のもう一つの出力は画素数変換回路１２に導かれ，非圧縮映像デ
ータの画総数が７０４×４８０の場合は、画素数変換回路１２で水平画素数７０４が半分
の３５２に間引かれ画素数３５２×４８０に変換され、第３の信号処理回路１４によりコ
ピーフリーかコピーワンスのＣＧＭＳ－ＡあるいはＣＧＭＳ－Ｄが付加された後に第２の
映像信号出力端子１８に導かれる。
【００３２】
　画素数変換回路１２のもう一つの出力はＨ．２６４　ＡＶＣやＶＣ９等の映像データ圧
縮回路１５で圧縮映像データに変換され、第４の信号処理回路１６でコピーフリーあるい
はコピーワンスを表す著作権管理情報が付加された後に第３の映像信号出力端子１９に導
かれ、ＳＤカードや小型ＨＤＤ等の外部メモリ２０に記録される。第２図のＤＶＤプレー
ヤ装置４には同一装置内に映像データ伸長回路７と映像データ圧縮回路１５を内蔵してい
るので、圧縮回路１５での圧縮性能の向上を狙い伸長回路７で検出される動きベクトル等
の情報を圧縮回路１５に伝え、圧縮回路１５をいわゆる２ｐａｓｓ方式の圧縮回路とする
こともできる。
【００３３】
　図３は本発明の画素数変換回路１２の変換内容の一例を表に表したものである。回路１
２の入力信号である映像データの画素数の代表例は（Ａ）水平７０４、垂直４８０、（Ｂ
）水平６４０、垂直４８０、（Ｃ）水平１９２０，垂直１０８０の３種類に大別できる。
【００３４】
　一方、ＰＭＰに搭載されるディスプレイの画素数は（ａ）水平３２０～３５２，垂直４
８０、（ｂ）水平４８０，垂直２７０，（ｃ）水平３２０，垂直２４０の３種類に大別で
きる。
【００３５】
　したがって、入力信号の画素数とＰＭＰのディスプレイの画素数に対応して、ユーザが
図３に一例を示す画素数変換テーブルを選択し、外部メモリの容量に余裕がある場合は画
質優先となる多い目の画総数を選べるし、外部メモリに余裕のない場合は画質を多少犠牲
にした少な目の画素数を選択できる。
【００３６】
　また、ユーザが選択した画素数変換テーブルの内容（選択結果）を圧縮映像データとと
もに外部メモリ２０に記録し、ＰＭＰでの映像データ再生時に再生画像が最適になるよう
に映像データ伸張処理に利用することも出来る。
【００３７】
　図２、図３では映像情報についてのみ言及したが、音声データについてもＰＭＰの小型
メモリやヘッドフォーン主体の視聴環境に相応しい変換が望ましい場合は、コンテンツ配
布媒体に記録されたＤｏｌｂｙ　ＡＣ３やＭＰＥＧ１音声データをＭＰ３，ＡＡＣ等の高
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圧縮音声データに変換した後に前述した画素数制限し高圧縮した映像データとともに外部
メモリに記録することもできる。図４は、本発明の外部メモリを装着したＰＭＰの構成例
を示したものである。図４において、２０は記録済みの外部メモリ、４０は小型ディスプ
レイ付のＰＭＰ、４１は記録された映像データを再生する信号処理回路、４２は記録され
た映像データの圧縮方式、選択画素数等の画素変換情報読出し回路、４３は映像データ伸
張回路、４４は小型ディスプレイである。
【００３８】
　図４では、外部メモリ２０に記録された映像データが読み出され、信号処理回路４１で
データが復調され、エラー訂正処理されたデータが映像データ伸長回路４３に導かれる。
画像変換情報読出し回路４２は、映像データの圧縮方式、選択画素数を読出し、映像デー
タ伸長回路４３に入力し、映像データ伸長回路４３の伸長方式の選択及び画素数制御等の
処理を行い、画素数を制限した非圧縮映像データを小型ディスプレイ４４に出力する。
【００３９】
　本発明は、記録画質を保持した映像信号は従来どおりコピー禁止だがＰＭＰで楽しむの
に不都合のない程度に画質制限を施した映像信号にはコピーフリーあるいはコピーワンス
を許可する新しい著作権管理ルールを開発し、画質制限した映画ソフトをＰＭＰ用の記録
媒体に記録できるようにし、”ユビキタスムービー”事業を早期に実現するものである。
以上の実施例によれば、ＤＶＤ等の映画ソフトにおいて、記録画質を保持した映像信号は
従来通りコピー禁止を維持し、画質制限した映像信号はコピーを許可する新しい著作権管
理情報を付加することにより、ＰＭＰ用の記録媒体に記録できるようにし、ＰＭＰの小型
ディスプレイで手軽に映画ソフトを楽しむことが出来る。その結果、著作権者は新著作権
管理システム対応のコンテンツ配布媒体に従来のＤＶＤ媒体より高い付加価値を実現でき
、メーカは新著作権管理システム対応のＤＶＤプレーヤやＰＭＰの事業を拡大でき、消費
者は早期かつ安価にユビキタスムービーを楽しむことができる。それ故に、著作権者、メ
ーカ及び消費者のメリットに資するという本発明の目的を達成できる。
【００４０】
　本発明における第２の新著作権管理情報にＷＭ（Ｗａｔｅｒ　Ｍａｒｋ）を用いる場合
は、ＷＭを普及させる新しいビジネスモデルを併せて提供できることになる。即ち、従来
のＷＭは著作権を保護するだけの目的しか持たなかった為、著作権所有者だけにしかメリ
ットがなく、ＷＭ読み取り機能を搭載する機器メーカにも、エンドユーザにも全くメリッ
トがなく、このためＷＭの普及が実現していない。本発明ではＷＭが上記の目的に加え、
「画素数制限した映像信号出力はコピー可」というメーカにとっては機器の付加価値向上
を示し、エンドユーザにとっては「ユビキタスムービーの実現」を示す。
【００４１】
　尚、第１の著作権保護情報がコピー禁止であっても、ムーブの場合には、出力された映
像データがコピーされるのを許可するようにしても良い。
【００４２】
　尚、第２の著作権保護情報がコピー許可であっても、ムーブの場合のみ、コピーを許可
するようにしても良い。すなわち、元の媒体からは映像データを消去し、メモリ等に当該
映像データを画素数制限したものを出力・記録するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明は、屋外等で映画等の映像情報を小型ディスプレイで楽しむ再生装置において、
解像度制限をした低画質の映像情報をコピーした小型ＨＤＤやフラッシュメモリ等の外部
メモリを再生装置で再生することが出来るＰＭＰシステムに有効である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明のコンテンツ配布媒体の実施例を示す図
【図２】本発明のコンテンツ配布媒体の再生装置の実施例を示すブロック図
【図３】本発明の画素変換回路の変換内容の一実施例を示す表
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【図４】本発明のＰＭＰの実施例を示すブロック図
【符号の説明】
【００４５】
１…光ディスク媒体、２…第３の著作権管理情報の記録エリア、３…コンテンツと第２の
著作権管理情報の記録エリア、５…ＤＶＤ駆動回路、６…第１の信号処理回路、７…映像
データ伸長回路、８…第１の著作権管理情報読み取り回路、９…第２の著作権管理情報読
み取り回路、１０…第３の著作権管理情報読み取り回路、１１…ＣＧＭＳ信号制御回路、
１２…画素数変換回路、１３…第２の信号処理回路、１４…第３の信号処理回路、１５…
映像データ圧縮回路、１６…第４の信号処理回路、２０…外部メモリ、４２…画像変換情
報読み出し回路、４３…映像データ伸長回路、４４…小型ディスプレイ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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